
令和８年４月に台東区立石浜小学校、

令和９年４月に台東区立御徒町台東中学校 に自閉症・情緒障害特別支援学級を開設します。
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学級概要 ・

⚫ 全般的な知的発達の遅れがなく、自閉スペクトラム症や情緒障害（選択性かん黙等）により、通常の学級

での指導ではその効果が十分に現れにくい児童・生徒を日常的に指導する学級です。

⚫ 小集団（１学級８名以内）の中で、基本的に通常の学級と同じ教育課程に基づき、学年相応の授業を行いな

がら、一部、障害特性に応じた自立活動（例：感情をコントロールする方法、他者との関り方を学ぶ等）を実施します。

対象者 ・

以下の １、２ の両方に該当する児童・生徒

１ 知的発達の遅れがなく、①または②に該当（文部科学省の通知に基づく）

① 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの。

 ② 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの。

   ＊ 主たる障害が自閉スペクトラム症や情緒障害（選択性かん黙等）であること（医師の診断書が必要）

２ ①または②に該当

① 台東区立学校の特別支援教室で指導を受けているが、課題の改善が困難であるもの。

② 通常の学級や知的障害特別支援学級からの転学が適当であると、台東区教育委員会が判断したもの。

   ＊ 小学校就学予定者（新小学校１年生）は、学校における学習上又は生活上の困難さ等を把握すること

      ができないため対象となりません。入学後、学校にご相談ください。

＊ 通学中の安全性等を考慮し、小学生は原則保護者等による送迎が必要です。

詳細は二次元コードからご確認ください

【お問い合わせ】台東区教育委員会 学務課特別支援教育担当 ：０３－５２４６－５８３８

▲ 石浜小学校（清川１－１４－２１） ▲ 御徒町台東中学校＊（台東４－１３－１６）

＊ 御徒町台東中学校は令和９年９月から大規模改修工事を予定しております。

   工事に伴い、令和９年９月（９年度２学期始業）から１０年１２月（１０年度２学期終業）まで

仮校舎（旧柳北小学校・浅草橋５－１－３５）に移転する予定です。あらかじめご了承ください。



自閉症・情緒障害特別支援学級

転学相談の流れ

在籍学級や特別支援教室

での支援方法を、在籍校と

検討します。

① 保護者から在籍校への事前相談

・ 保護者は、自閉症・情緒障害特別支援学級（情緒固定）への転学を
   希望する旨を学校に伝えます。
・ 保護者と在籍校でお子さんの現在の課題を共有します。

・学校内で、これまでの支援の効果や適切な教育環境について検討します。
・学校から学務課へお子さんの情報を共有し、必要に応じて学務課がお子さんの
行動観察を行います。
・学務課で、情緒固定への転学相談の本申込の対象となるか判断します。

対象ではない

審議の結果、他の支援
が適当とされた場合

審議の結果、転学が適当とされた場合

５
月
～
６
月
末

＊

② 転学相談の本申込

• 保護者は、申込に必要な書類（在籍校から受け取り、記入）

と診断書（かかりつけ医に依頼）を在籍校に提出します。
※申込をしても、転学できない場合があります。

～
７
月
17
日

＊

③ 学務課での保護者面談および行動観察

• 学務課では面談と合わせ、必要に応じてお子さんの在
籍校で行動観察や教職員への聞き取りを行います。

～
８
月

＊

④ 自閉症・情緒障害特別支援学級の体験

• 自閉症・情緒障害特別支援学級の授業体験を行う予
定です（後日、学務課から日程を案内します）。

９
月
頃*

⑤ 転学相談委員会実施～審議の結果説明

• 医学・教育・心理の専門家等で構成する相談委員会で、
転学が望ましいかどうか総合的に審議を行います。

• 学務課から保護者に審議の結果を伝えます。
• 在籍校にも学務課から結果を伝えます。

10
月
頃

＊

⑥ 転学の手続き

• 保護者は、在籍校の案内に従い、書類を提出します。
• 転学先校の案内に従い、転学準備を行います。

～
３
月

対象

令和８年度版

台東区教育委員会学務課
特別支援教育担当
電話：03-5246-５８３８

＊小１・中１ （在籍者）は、～９月４日（金）まで

・自閉症・情緒障害特別支援学級にかかる中学校の就学相談も、以下の流れでご相談・申込ください。

・ 小１・中１（在籍者）は、入学後に段階的に支援を検討する必要があるため、各締め切りが異なります（赤字の＊をご参照ください）。

＊小１・中１ （在籍者）は、～９月28日（月）まで

＊小１・中１ （在籍者）は、～１０月まで

＊小１ （在籍者）は、１０月頃

＊小１・中１ （在籍者）は、１２月頃

保護者向け説明会 （石浜小学校の見学を含む）
５
月
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